
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
規
則
第
五
号

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二

年
十
二
月
奈
良
県
規
則
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
公
務
又
は
通
勤
に
よ
り
生
じ
た
」
を
「
公
務
上
の
災
害
又
は
通
勤
に
よ
る
災
害
」
に
改

め
る
。

第
七
条
の
二
第
二
号
中
「
、
収
容
さ
れ
て
い
る
場
合
」
の
下
に
「
、
同
法
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ

る
保
護
処
分
と
し
て
少
年
院
に
送
致
さ
れ
、
収
容
さ
れ
て
い
る
場
合
、
同
法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ

る
決
定
に
よ
り
少
年
院
に
収
容
さ
れ
て
い
る
場
合
」
を
加
え
る
。

第
四
号
様
式
の
注
４
中
「係

る
年
金

」
を
「係

る
休
業
補
償

」
に
改
め
る
。

第
十
四
号
様
式
の
別
記
の
４
中
「

譲
り
渡
し
又
は
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
若
し
く
は
沖

、
、

縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
に
担
保
を
供
す
る
場
合
を
除
き

」
を
「

譲
り
渡
し
た
り

」
に
改
め
、
同
様
式

、

の
別
記
の
６
中
「請

求
書

」
を
「証

書

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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